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ニュース 
 

社
保
協
が

12

月
の
各
議
会
に

提
出
し
て
い
た
上
記
の
陳
情
書

は
茅
野
市
、
下
諏
訪
町
、
富
士

見
町
、
原
村
の
議
会
で
採
択
さ

れ
ま
し
た
。 

こ
の
陳
情
書
は
、
来
年
が
介

護
保
険
制
度
の
第

9

期
改
定
の

決
定
を
国
会
で
行
う
年
で
あ

り
、
す
で
に
厚
労
省
の
介
護
保

険
部
会
は
利
用
者
の
負
担
増
を

狙
う
制
度
改
悪
の
メ
ニ
ュ
ー

（
下
表
７
つ
の
論
点
）
の
議
論

が
ま
さ
に
行
わ
れ
て
い
る
最
中

に
制
度
の
改
善
を
求
め
て
提
出

し
た
も
の
で
す
。 

し
か
し
岸
田
政
権
は
ロ
シ
ア

の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
進
攻

等
に
便
乗
し
て
、
大
軍
拡
路
線

（
来
年
か
ら
５
年
間
で
４
３
兆

円
）
に
突
き
進
も
う
と
し
て
い

ま
す
。 

今
年

10

月
か
ら
の
後

期
高
齢
者
医
療
の
窓
口
負
担
２

倍
化
に
続
き
、
今
後
、
介
護
保

険
で
も
利
用
料
原
則
１
割
か
ら

２
割
へ
と
す
る
等
の
国
民
負
担

増
の
改
悪
を
介
護
分
野
に
も
導

入
す
る
も
の
で
、
こ
れ
を
絶
対

に
許
さ
な
い
た
め
に
、
介
護
保

険
制
度
の
改
善
を
求
め
る
声
を

地
方
か
ら
上
げ
て
い
く
重
要
な
取

り
組
み
で
す
。 

こ
の
陳
情
は
塩
尻
市
、
山
形

村
、
飯
綱
町
な
ど
で
採
択
さ
れ

て
い
る
中
で
（

12

月

27

日
現

在
）

、
諏
訪
地
域
４
自
治
体
で

の
採
択
は
全
県
を
牽
引
す
る
力

と
な
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に
市

段
階
で
茅
野
市
で
採
択
さ
れ
た

こ
と
は
画
期
的
な
こ
と
と
い
え

ま
す
。 

陳
情
書
の
審
議
あ
た
っ
て
、

社
保
協
は
富
士
見
町
、
諏
訪

市
、
原
村
の
各
議
会
の
委
員
会
審

査
に
出
席
し
意
見
陳
述
を
行
い
ま

し
た
。
そ
の
中
で
要
介
護

1

・

2

の
方
々
を
総
合
事
業
に
移
行

し
た
場
合
、
そ
れ
ま
で
の
要
支
援

の
方
々
の

2

倍
以
上
の
方
々
の

受
け
皿
が
あ
る
の
か
、
利
用
料
の

安
価
な
事
業
に
参
入
す
る
事
業
者

確
保
問
題
や
、
か
え
っ
て
制
度
が

要
介
護
度
を
上
げ
て
し
ま
わ
な
い

か
等
の
問
題
を
投
げ
か
け
ま
し

た
。
ま
た
民
医
連
が

9

～

10

月

に
行
っ
た

1
6
0
0

名
以
上
の
緊
急

全
国
調
査
結
果
を
示
し
、
介
護
保

険
の
利
用
料
が
２
倍
に
な
れ
ば
、

▲利用料の原則2割負担、３割負担の対象者拡大⇒

２割負担は次期計画に先送り。現役並所得者の３割

化は引き続き検討 

▲要介護１、２の人の生活援助等を市町村の「総合

事業」に移行 

⇒第10期計画期間開始前までに結論する 

▲現在４０歳以上の被保険者の範囲拡大 

⇒引き続き検討 

▲多床室での室料徴収の拡大⇒次期計画に向け結論 

▲ケアプランの有料化⇒第 10 期計画期間開始前まで

に結論 

▲補足給付の資産要件に不動産を加える 

⇒引き続き検討 

▲福祉用具を「貸与」から「販売」に切り替え⇒引き続き

検討 

 

 
 

 

 

介護保険制度の改善を求める陳情書 

茅野市・下諏訪町・富士見町・原村 

議会で採択！ 

各議会から次々と寄せられた採択通知 

利
用
者
・
家
族
の
声
が 

議
会
動
か
す 



  

 

 

秋
の
キ
ャ
ラ
バ
ン 

34

％
が
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
利

用

を
中

止

か

減

ら

す

と

回

答
・
・
等
の
調
査
結
果
に
各
議

員
が
注
目
し
、
原
村
議
会
で
は

実
に
１
時
間
半
越
え
の
審
査
と

な
り
ま
し
た
。 

  

12

月

16

日
に
国
の
部
会
が

開
か
れ
、
そ
の
「
ま
と
め
」
で

は
、
多
く
の
国
民
負
担
増
の
結

論
は
先
送
り
に
な
る
と
い
う
異

例
な
状
況
と
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
寄
せ
ら
れ
て
い
る
署
名
や

年
金
カ
ッ
ト
、
後
期
高
齢
者
医

療
の
負
担
増
の
上
に
さ
ら
に
介

護
の
負
担
増
は
許
さ
な
い
国
民

の
声
が
押
し
と
ど
め
て
い
ま

す
。 し

か
し
、
政
府
は
諦
め
て
は

い
ま
せ
ん
。
２
割
負
担
の
対
象

拡
大
な
ど
は
来
年
夏
ま
で
に
結

論
を
出
す
と
い
い
ま
す
の
で
、

来
春
の
一
斉
地
方
選
過
ぎ
に
再

び
持
ち
出
す
こ
と
は
明
ら
か
で

す
。
こ
れ
か
ら
が
本
番
で
す
。

署
名
や
議
員
へ
の
働
き
か
け

等
、
介
護
の
抜
本
改
善
に
転
換

さ
せ
る
た
め
に
と
も
に
頑
張
り

ま
し
ょ
う
。 

社
保
協
は

11

月

25

日
、
諏

訪
６
市
町
村
長
と
広
域
連
合
長

宛
て
に
今
年
の
「
国
保
・
介

護
・
福
祉
医
療
等
に
関
す
る
要

望
書
」
を
提
出
し
ま
し
た
。 

要
望
書
は
毎
年
更
新
し
て
き

て
い
ま
す
が
、
今
回
は
特
に
重

点
項
目
と
そ
れ
以
外
の
項
目
に

分
け
て
い
ま
す
。
重
点
項
目

は
、
①
国
の
コ
ロ
ナ
減
免
制
度

（

23

年

3

月
ま
で
延
長
）

に
基
づ

き
、
収
入
減
少
世
帯
の
国
保

料
、
後
期
高
齢
者
医
療
、
介
護

保
険
料
の
減
免
の
期
限
を
コ
ロ

ナ
収
束
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。

市
町
村
独
自
減
免
制
度
の
創
設

を
。
②
国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療

加
入
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
し
た
場
合
、
傷
病
手
当
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

③
国
保
の
県
統
一
化
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
想
定

さ
れ
て
お
ら
ず
、
被
保
険
者
の
経

済
状
況
を
考
慮
し
、
県
に
再
検
討

を
求
め
る
こ
と
。
④
加
齢
性
難
聴

者
へ
の
補
聴
器
購
入
に
自
治
体
補

助
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
。
⑤
子

ど
も
医
療
費
の

18

歳
ま
で
完
全

窓
口
無
料
化
、
か
つ
諏
訪
の
３
市

１
町
が
行
っ
て
い
る
食
事
助
成
を

行
っ
て
先
進
地
域
に
す
る
こ
と
。

な
ど
を
掲
げ
、

70

項
目
を
超
え

る
要
望
書
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
他
の
項
目
を
掲
載
し
ま
す
。 

①
市
町
村
国
保
の
改
善
に
つ
い
て 

②
介
護
保
険
・
高
齢
者
施
策
の
改

善
に
つ
い
て 

③
生
活
保
護
の
改
善
に
つ
い
て 

④
子
育
て
・
子
育
ち
支
援
・
１
人

親
家
庭
支
援
と
貧
困
克
服
に
む
け

て 

補聴器購入助成署名の到達 12/28 ⑤
障
が
い
者
施
策
の
改
善
に
つ
い

て 

等
の
項
目
と
な
っ
て
い
ま

す
。
今
後
、
回
答
が
年
明
け
後
に

向
け
行
わ
れ
た
後
、
市
町
村
幹
部

と
の
懇
談
を
行
う
予
定
で
す
。 

厚
労
省
は
批
判
受
け 

来
夏
に
先
送
り 

 

昨年の茅野市との懇談の様子 

諏訪民商婦人部は今年創立 42 年を迎えました。部員数は現在

120 名。様々な業種の女性達の集まりです。主に家業に従事

し、小規模事業者、家業従事者として日々の暮らし経営を担って

います。そして、その中から税制、社会保障等の様々な不公正を

学び改善を求める運動を行っています。 

私たちの活動の柱に「所得税法 56 条」を見直す運動がありま

す。現在の個人事業者の申告は家族の働き分は世帯主 1 人の収

入（働き分）として集約され、家族従業者の働き分は経費として

認められていません。そのため一人一人の独立性、（給与支払報

告書は出せない）は認められず、単価の引き下げの理由にされ国

保に傷病手当金がないことの 1つにされています。 

「所得税法 56条」の見直しは諏訪市、富士見町、原村で陳情

が採択され国に意見書を提出しています。 

自治体 到達 目標数 人口 人口比 

岡谷市 301 1000 47790 0.63％ 

諏訪市 343 1000 48729 0.70％ 

茅野市 371 1000 56400 0.66％ 

下諏訪町 357 500 19155 1.86％ 

原村 37 300 7680 0.48％ 

合計 1409 3800 179754 0.78％ 
補聴器署名の状況です。コロナ禍の中で 1,400 筆を超える皆さ
んの声を集めていただきありがとうございます。今後、市町村長
に提出予定です。記入済の用紙がありましたら社保協まで。 

県内では 77 自治体中 47 自治体で採択さました。私たちも

下諏訪町、茅野市でも採択されるよう引き続き働きかけていき

ます。 

生活に直結するということでは補聴器の助成についての関心

は高くこれから確定申告期を迎え計算会、小集会等あるので積

極的に取り組んでいきたいと思います。 

又、来年 10月から実施が予定されているインボイス制度は

税率を変えない消費税の増税となります。業者の実務面でも大

きな負担となり廃業、倒産の事業者が生まれることが予想され

ます。地域の事業者は地域を守る担い手です。インボイス制度

導入反対の署名にみなさんのご協力をお願いします。 

           諏訪民商 事務局 清水栄子 


